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議案第１３号 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理 

に関する条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年２月１３日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理 

に関する条例 

（東京都板橋区個人情報保護法施行条例の一部改正） 

第１条 東京都板橋区個人情報保護法施行条例（令和４年板橋区条例第

５４号）の一部を次のように改正する。 

   付則第３条第３項及び第４項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（東京都板橋区個人番号及び特定個人情報等の取扱いに関する条例の一

部を改正する条例の一部改正） 

第２条 東京都板橋区個人番号及び特定個人情報等の取扱いに関する条

例の一部を改正する条例（令和４年板橋区条例第５５号）の一部を次

のように改正する。 

   付則第２条第２項及び第３項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（東京都板橋区議会個人情報保護条例の一部改正） 

第３条 東京都板橋区議会個人情報保護条例（令和４年板橋区条例第６

５号）の一部を次のように改正する。 

   第５３条から第５５条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（職員の分限に関する条例の一部改正） 

第４条 職員の分限に関する条例（昭和３５年板橋区条例第１４号）の

一部を次のように改正する。 

   第８条第１項中「禁錮の刑」を「拘禁刑」に改める。 

（職員の給与に関する条例の一部改正） 

第５条 職員の給与に関する条例（昭和３５年板橋区条例第１０号）の
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一部を次のように改正する。 

   第２５条の２第３号及び第４号並びに第２５条の３第１項第１号及

び第３項第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第６条 職員の退職手当に関する条例（昭和３５年板橋区条例第１１号） 

の一部を次のように改正する。 

   第１７条第１項第１号及び第５項第２号、第１８条の見出し及び同

条第１項第１号、第１９条第１項第１号並びに第２１条第４項中「禁

錮」を「拘禁刑」に改める。 

（東京都板橋区特別区税条例の一部改正） 

第７条 東京都板橋区特別区税条例（昭和３９年板橋区条例第４７号）

の一部を次のように改正する。 

   第６６条第１項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（東京都板橋区プールの衛生管理等に関する条例の一部改正） 

第８条 東京都板橋区プールの衛生管理等に関する条例（昭和５０年板

橋区条例第９号）の一部を次のように改正する。 

   第１０条中「一」を「いずれか」に、「懲役」を「拘禁刑」に改め

る。 

（幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正） 

第９条 幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年板橋区条例第

３１号）の一部を次のように改正する。 

   第２８条第３号及び第４号並びに第２９条第１項第１号及び第３項

第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

    付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例によ

る。 
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３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお

従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前

若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する

場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（

令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」という。）第２条

の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項に

おいて「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（有期のものに

限る。以下この項において「懲役」という。）、旧刑法第１３条に規

定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この

項において同じ。）又は旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘

留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれ

ぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期

及び短期を同じくする拘留とする。 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従

前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若

しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する

法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮

に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有

期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧

拘留に処せられた者とみなす。 

５ この条例の施行の日前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。次項及

び付則第７項において同じ。）が定められている罪につき起訴をされ

た者は、第５条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第２５

条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係

る部分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定められている

罪につき起訴をされた者とみなす。 

６ この条例の施行の日前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪に

つき起訴をされた者は、第６条の規定による改正後の職員の退職手当

に関する条例第１７条第１項及び第５項、第１８条第１項（第１号に
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係る部分に限る。）並びに第２１条第４項並びに職員の退職手当に関

する条例第２１条第３項の規定の適用については、拘禁刑が定められ

ている罪につき起訴をされた者とみなす。 

７ この条例の施行の日前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪に

つき起訴をされた者は、第９条の規定による改正後の幼稚園教育職員

の給与に関する条例第２９条第１項（第１号に係る部分に限る。）及

び第３項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用については、拘

禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

（経過措置の規則への委任） 

８ 付則第２項から前項までに定めるもののほか、刑法等一部改正法及

び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関す

る法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例の施行に伴い必要な

経過措置は、板橋区規則（第３条の規定に関する経過措置にあっては

板橋区議会規則、第９条の規定に関する経過措置にあっては板橋区教

育委員会規則）で定める。ただし、第４条、第５条又は第９条の規定

に関する経過措置を定める場合には、あらかじめ特別区人事委員会の

承認を得なければならない。 

 

（提案理由） 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定整備をする必

要がある。 


